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○○○町内会会則（例） 

 

第１章 総 則             

 

第１条 本会は、○○町内会（以下「本会

という。」と称し、事務所を○○集会所

内に置く。 

第２条 本会は、○○町○丁目地域内の居

住者をもって組織する。 

第３条 本会は、住みよいまちづくり、並

びに市民生活の向上、地域福祉の増進、

会員相互の融和協調及び共通の利益等

を図ることを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するた

め別に定める各部を置き各種事業を行

う。 

〈部名の例示・・総務部・安全部・環境

部・文化部・スポーツ部・福祉部・防

災部など〉 

 

第２章 会 員 

 

第５条 本会は、○○町○丁目の区域内に

居住し第３条の主旨に賛同するものを

もって構成する。 

第６条 本会に入会しようとする者は、所

定の入会申込書を提出するものとする。 

第７条 会員は、転居等により退会すると

きは、その旨を速やかに届け出るものと

する。 

 

第３章 役 員       

 

第８条 本会に次の役員を置く。 

会長１名、副会長○名、部長○名、会計

○名、監事○名、班長○名 

第９条 役員の選出は次のとおりする。 

会長及び監事は会員の中から候補者を

選考し、総会において選出する。 

２ 副会長、各部長・副部長、会計、その

他の役員は会員の中から会長が選任す

る。 

第１０条 班長は、各地区（班）の互選

により選出する。 

第１１条 会長は、本会を代表し、会務を 

統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故

があるときは、その職務を代行する。 

３ 部長は会長・副会長を補佐し、各部

の業務を執行する。 

４ 会計は、本会の経理を担当する。 

５ 監事は、本会の業務及び会計を監査

する。 

第１２条 役員の任期は、２年とし再任

を防げない。 

２ 役員は後任者が就任する間ではそ

の職務を行う。 

 

第４章 会 議 

 

第１３条 会議は、総会及び役員会とし、

総会は、通常（定期）総会および臨時

総会とする。 

第１４条 通常総会は、年度当初２か月

以内に開催する。 

２ 臨時総会は、会長もしくは役員会に

おいて必要と認めたときに会長が招

集する。 

第１５条 役員会は必要に応じ会長が

招集する。 

第１６条 総会においては、次の事項を

議決する。 

事業報告及び収支決算報告の承認、

計画及び収支予算の決定、会長並びに

監事の選任、会則の改正、その他本会

の重要事項に関すること。 
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２ 総会の議長は出席会員の中から選

出する。 

第１７条 会議は、会員の過半数の出席

をもって成立し、議事は出席者の３分

の２以上の賛成により議決する。 

  ２ あらかじめ通知された事項につい

て書面表決したもの、又は他の会員を

代理人として表決を委任したものは

出席とみなす。 

 

第５章 会 計 

 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４月

１日に始まり翌年３月末日に終わる。 

第１９条 本会の経費は、会費、補助金

等、寄付金及び雑収入をもってこれに

充てる。 

第２０条 会費の額並びに納入方法は、

総会において決定する。 

第２１条 会計は財務及び会計に関す

る諸帳簿及証票書類を常に整備し、毎

年度監事の監査を受けなければなら

ない。 

第２２条 会員は帳簿の公開を請求し、

閲覧することができる。 

 

第６章 雑 則 

 

第２３条 この会則に定めるもののほ

か必要な事項は、役員会の協議を経て

会長が別に定める。 
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○○○集会所使用規程（例） 
 
１ ○○集会所（以下「集会所」という。）

の使用については、この規程の定めるとこ

ろによる。 

２ 集会所を使用するときには、指定の申込

書に必要事項を記入し、使用○日前までに

町内会長に提出し、承認を得なければなら

ない。 

３ 集会所の使用できる部屋、時間などにつ

いては別に定める。 

４ 集会所使用を優先する場合及びその優

先順位については次のとおりとする。 

（１） 非常災害などにより、被災者が一時

的に集会所を使用する場合 

（２） 町内会が主要行事及び会議のために

使用する場合 

（３） 町内会員等が葬儀のために使用する

場合 

（４） 町内会の各部が業務運営又は諸活動

のために使用する場合 

（５） 公的機関などが公共目的で使用する

場合 

（６） その他、公共的活動などで町内会長

が特に認めた場合 

５ 集会所の使用料については、別に定める。 

６ 非常災害及び町内会が緊急に使用する

必要が生じた場合は、既に承認を得ている

団体の使用を延期又は取り消す場合があ

る。 

７ 町内会以外の活動及び営利を目的とす

る者の集会所の使用については、別に定め

る。 

８ 集会所の使用目的及び使用人員などに

よっては、使用する部屋を指定又は集会所

の使用を認めない場合がある。 

９ 集会所を使用する場合は、別に定める

「使用上の注意事項」を守り、また、管理

責任者の指示に従うこととする。 

1 0 集会所使用後は、使用責任者が指示し器

具備品などの整頓、火気の点検、清掃な

どを行うこととする。 

１１ 集会所備え付けの機材備品等の貸し出

し、又は機器使用に関する使用料等につい

ては別に定める。 

１２ この規程に定めるもののほか必要な事

項は、町内会長が定める。 

１３ この規程は、平成○年○月○日から施行

する。 

 

○○集会所使用表（別表） 

 

１ 使用できる時間 

午前 午後 夜間 

9 時～12 時 12 時～18 時 18 時～22 時 

使用時間は準備・片付けの時間も含まれる。 

 

２ 使用できる部屋 

客 室 備 考 

１号室 広間（板敷き・舞台付） 

２号室 和室（○畳） 

３号室 和室（○畳） 

４号室 和室（○畳） 
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